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『2024年中国知的財産権保護状況』白書が発表

最高裁、最高検が知的財産権刑事案件に関する司法解釈を公布

『中国裁判所の知的財産権案件における法律の適用に関する年次報告（2024年）』

（専利の概要）

最高裁知的財産権法廷年次報告を発表　知的財産権司法保護を強化
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国家知識産権局：知的財産権とAIの共生・進化を積極的に推進

視覚障害者を支援 中国のチームがウェアラブルAI拡張システムを開発

デジタル中国建設サミットにて    数多くのインテリジェントターミナルとエンボディドAI

ロボットの成果が発表

知財ニュース

AI・IoT関連情報

01

02



31

知財ニュース

『2024年中国知的財産権保護状況』白書が発表

先頃、『2024年中国知的財産権保護状況』白書（以下、「白書」という）が発表され

た。保護の成果、制度の整備、審査・登録などの面から2024年度における中国の知的財産

権保護の進展を紹介している。

保護の成果について、知的財産権保護の水準が継続的に向上した。全国の裁判所で新規

に受理された知的財産権民事一審案件は45万件、検察機関が受理した知的財産権の侵害・

逮捕案件は7646件、公安機関が立件した知的財産権侵害及び偽物・粗悪商品製造販売の刑

事案件は3万7000件、市場監督管理部門が処理した商標・専利などの分野における違法案

件は4万3900件、知的財産権管理部門が処理した専利権侵害紛争行政案件は7万2000件で

あった。重点分野における監督管理は引き続き強化され、各関係部門が組織・展開した多く

の行政法執行特別行動が顕著な成果を上げた。

制度の整備について、知的財産権の法的保護が引き続き強化された。年間で知的財産権

関連の法律・法規・規則約20件が制定・改正され、関連司法解釈2件が制定され、知的財

産権保護関連の規範的文書・政策文書20件以上が公布され、地方法規11件が制定された。

審査・登録について、知的財産権審査の効率と品質が引き続き向上した。2024年末時点

で、中国の特許有効数は前年同期比14.0％増の568万9000件、商標登録有効数は同7.9％増

の4977万7000件、著作権の年間登録数は同19.13％増の1063万600件、地理的表示製品の承

認数は累計2544件であった。2024年に受理された農業植物新品種の申請は同3.93％増の1

万4839件、林業植物新品種の申請は1338件、知的財産権税関保護届出申請2万9541件が受

理された。

*（タイトルをクリックするとリンクが表示されます、以下同じ）

https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/5/7/art_55_199508.html 
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最高裁、最高検が知的財産権刑事案件に関する
司法解釈を公布

中国の最高裁判所と最高検察庁は共同で記者会見を開き、『知的財産権侵害刑事案件の

適用法に関する若干問題の解釈』（以下、『解釈』という）及び9件の知的財産権刑事保護

典型的判例を公布した。

『解釈』は、従来の3部の関連司法解釈に含まれていた有効な規定を吸収・統合すると

同時に、その3部の司法解釈を廃止して、司法実務の操作性を上げ、刑事案件処理を効果

的に規範化し、法律の適用基準の統一を確保するものとなっている。『解釈』は厳格な保

護、法に基づく解釈、法治の統一、問題解決志向を堅持し、全文31条からなり、以下の5つ

の部分で構成されている。

一、商標権侵害に関する規定。『解釈』は、実務上論争の多い「同種の商品・役務」、

「同一の商標」、「登録商標標識」などの認定基準をさらに明確化し、従来の司法解釈を

吸収・統合した上で、役務登録商標の偽造・偽称など商標権侵害の成立要件を追加規定し

た。

二、専利製品偽造・偽称に関する規定。『解釈』は「他人の専利を偽造・詐称する」具

体的な状況及び専利偽造・偽称罪の成立要件を規定し、実情に合わせて適切に有罪認定基

準を引き下げた。

三、著作権侵害に関する規定。『解釈』は論争の多い「著作権者の許諾を得ずに」「複

製発行する」などの認定基準をさらに明確化し、従来の司法解釈を統合した上で、著作権

侵害罪の認定基準を規定した。

四、営業秘密侵害に関する規定。『解釈』は「窃盗」、「不正アクセス」などの不正手

段の認定基準をさらに明確化し、営業秘密侵害における「深刻な情状」の具体的な規定を

定めるとともに、損害額・違法所得額などの認定基準を明確にした。

五、知的財産権侵害罪の共通問題に関する規定。『解釈』は、知的財産権侵害犯罪にお

ける共同正犯、刑罰の加重・軽減、罰金の適用、企業犯罪、没収・廃棄などの適用基準並

びに不法営業額、違法所得額、売上高などの具体的な認定規則をさらに規定した。

『解釈』の公布と同時に、最高裁と最高検は9件の知的財産権刑事保護典型的判例を発

https://www.spp.gov.cn/zdgz/202504/t20250425_694136.shtml
https://www.spp.gov.cn/zdgz/202504/t20250425_694136.shtml
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表した。これらは実務上よく見られる法律適用上の争点に関わるものであり、『解釈』の

精神を反映し、『解釈』の正確な理解と正しい適用に資するものとなっている。
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『中国裁判所の知的財産権案件における法律の
適用に関する年次報告（2024年）』（専利の
概要）

中国最高裁判所は4月21日、「中国裁判所の知的財産権案件における法律の適用に関す

る年次報告（2024年）」を発表した。この報告書は、全国の裁判所が2024年に裁判終了し

た知的財産権案件から43の法律適用規則を整理したものであり、その中の専利案件の判決

要旨は以下の通りである。

1.専利権評価報告書の専利権侵害紛争案件における位置付け

【判決要旨】専利権侵害案件において、専利権評価報告書は案件審理において証拠の一

つとして用いられるが、係争専利の有効性は依然として専利権付与書類及び行政部門の発

効決定書に基づいて判断しなければならない。専利権者が有効な専利に基づき提起した侵

害訴訟において、係争専利は権利付与の法的要件を満たさないという専利権評価報告書の

否定的結論のみをもって当該権利者に訴権行使する根拠がないと認定して、その訴えを棄

却することはできない。

2.関連案件の専利権侵害判断の画一化

【判決要旨】同一の被疑侵害製品、同一の専利権及び同一の非侵害抗弁事由について、

関連する案件の認定は一致させなければならず、判決の矛盾を防止する。被疑侵害者が一

審判決後に上訴しなかったとしても、二審裁判所は他の確定判決における同一の抗弁事由

の成立認定に基づき、法により判決を変更して被疑侵害者の抗弁が同様に成立すると認定

することができる。

3.履行条件付きの判決及び履行遅延期間中の債務の利息

【判決要旨】1.係争専利が財産保全措置の対象となったため専利無効審判手続が中止さ

れ、中国国家知識産権局が専利権侵害訴訟判決前に審決を確定できなかった場合、裁判

所は案件の具体的状況に応じ、判決で定めた義務の履行について段取りを組むことができ

る。これには、侵害行為の差止め、損害賠償等の判決事項の履行に必要な条件を付すこと

が含まれる。例えば、専利権者の提訴の根拠となる専利請求項は国家知識産権局の審査に

https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/462901.html
https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/462901.html
https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/462901.html
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より有効性維持の審決が下されることを履行前提条件として、また、その間の債務利息等

についても併せて決めることで、関係当事者間の利益を合理的に調整する。

2.履行条件付きの判決について、履行遅延期間の債務利息を併せて決めることができ

る。すなわち、判決事項の履行条件が成就した後、発効判決送達日から履行条件成就日ま

で、全国銀行間同業拆借中心（全国銀行間資金調達センター）が公表する同期間のロ

ーンプライムレート（LPR）に基づいて利息（単利）を支払う。判決で定めた履行条件が

成就した後も金銭的な支払義務を履行しない場合、履行遅延期間の債務利息を倍額で支払

う。

4.専利権無効の審決後に既に執行された専利権侵害判決の取扱い

【判決要旨】1.専利権無効審決が出された後の執行行為は、専利法第四十七条第二項に

規定する「無効審決は発効した専利権侵害判決に遡及的効力を及ぼさない事情」に該当せ

ず、関連執行金は一般に執行裁判所が執行取消手続きにおいて執行申出人に対して被執行

者へ取得済みの財産及びその果実を返還するよう命じるものとし、裁判所も状況に応じて

再審判決において返還を命じることができる。

2.複数の被疑侵害者を対象とする専利権侵害判決において、被疑侵害者の賠償義務履行

時期の相違により専利法第四十七条第二項の適用が異なり、公平の原則に反する場合、裁

判所は専利法第四十七条第三項の規定を適用して処理することができる。

5. ジェネリック医薬品申請者が専利情報登録前にタイプ1声明を行った場合の取扱い

【判決要旨】医薬品の登録販売者が規定期限内に正確に専利情報を登録したが、ジェネ

リック医薬品申請者が専利情報登録に先立ってタイプ1声明を行った場合、医薬品の登録販

売者は合理的な期間内にジェネリック医薬品申請者に対し声明タイプの変更を要求する機

会を与えられなければならない。ジェネリック医薬品申請者がタイプ1声明からタイプ4声

明への変更を申請し、または合理的な期間内に変更を拒否し、あるいは他の誤った声明タ

イプへの変更を申請した場合、専利権者が提起した医薬品パテントリンケージ訴訟につい

て、裁判所は受理し実体審理を行わなければならない。

6.医薬品パテントリンケージ案件における医薬品技術案変更の取扱い

【判決要旨】医薬品パテントリンケージ案件において、裁判所は医薬品審査承認部門の

医薬品販売承認のための技術案に基づき、専利の権利範囲に入るかどうかを判断しなけれ

ばならない。医薬品販売の申請者は、専利の権利範囲に入るかどうかの判断に影響を及ぼ
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す技術案の変更について、裁判所に遅滞なく誠実に説明しなければならず、これに従わない

場合は法により不利益な結果を負わなければならない。

7.用途特許の発明者資格の認定

  【判決要旨】用途特許は既知の化合物の新しい用途を見出したときの発明であり、肝心

なところは既知化合物自体ではなく、既知化合物の新用途の発見と応用にある。「既存医

薬品の新用途」というアイデアが研究開発において重要な役割を果たした場合、アイデア

を提案した者、具体的技術案の作成または実質的改良、段階的研究開発に実質的貢献をし

た者は、いずれも発明者になることができる。

8.使用環境特徴の認定及び侵害判断

  【判決要旨】使用環境特徴の認定は、係争専利の発明名称、発明主題、専利請求の範囲

中の設置等に関する記載に基づき、明細書の内容と合わせて総合的に判断することができ

る。被疑技術案が係争専利請求の範囲の関連使用環境の特徴を有するかどうかを検討する

際、必ずしも被疑侵害製品が使用環境特徴に関連する構成要件を有していることを要求す

るものではなく、被疑侵害製品が使用環境特徴で限定される使用環境に適用可能であれば

十分である。

9.公序良俗に違反し、公共の利益を害する祭祀用品類の発明は専利権の対象とならない

  【判決要旨】1.専利制度は科学技術の進歩と経済社会の発展を促進する発明創造を保護

することを目的とする。科学技術の進歩と経済社会の発展に実益をもたらさないいわゆる

「発明創造」は、専利権保護の対象とならない。専利法第五条第一項を含む具体的な条項

の理解と適用は、専利法第一条に定められた立法趣旨に沿わなければならない。

  2.司法実務においては、時代のニーズを満たし、かつ国民に認められた公序良俗を提

唱すべきである。その祭祀用品が俗信の葬祭用品でなかったとしても、専利法第五条第一

項に定められた公序良俗に違反し、または公共の利益を害する情状に該当する可能性があ

る。

10.専利無効審判の口頭審理における専利請求の範囲の削除補正の受理

  【判決要旨】専利無効審判の口頭審理において、中国国家知識産権局が補正後の一部の

専利請求の範囲を認めないと判断した場合、専利権者が認められなかった専利請求の範囲

を削除することを許可し、残りの認められる請求項を基礎として審査すべきである。当該

削除が専利権者の審理の場での口頭による提出か書面提出かを問わず、国家知識産権局は

原則として認めなければならない。審理の場で差替ページを提出しなかった場合、国家知



97

知財ニュース

識産権局は一定期間内に提出することを要求できる。指定期間内に差替ページを提出しな

かった場合、専利権者が法に基づいて専利請求の範囲を補正しなかったものとみなし、こ

れに基づき適切な処理を行うことができる。

11.保護を求める意匠が明確に示されているか否かの認定

【判決要旨】一般消費者の知識レベルと認知能力に基づき、意匠図、使用状態参考図及

び一般常識を総合的に考慮したうえで、当該図面に示された意匠に依然として複数のデザ

イン解釈が可能な場合、意匠出願書類が保護を求める製品の意匠を明確に示していないと

認定することができる。
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最高裁知的財産権法廷年次報告を発表　知的財
産権司法保護を強化

先頃、中国最高裁は『最高裁知的財産権法廷年次報告（2024年）』を発表した。報告書

によると、2024年に最高裁知的財産権法廷が受理した技術系知的財産権及び独占禁止案件

は6229件（うち新規受理3015件）、裁判終了した案件は4213件、裁判未完の案件は前年同

期比37.3%減の2016件であった。実体的案件の平均審理期間が約11.5日短縮され、「差戻

し判決より変更判決」という理念を堅持し、差戻し判決はわずか2件、民事実体的案件の調

停・取下げ率は40%を超えた。

科学技術革新の司法保護の面では、集積回路、工作機械、基本ソフトウェア、科学研究

機器、バイオ医薬、新エネルギー、新材料などに係わる知的財産権紛争を適切に審理し、

新規に受理した特許権侵害案件は818件で全体の四分の一以上を占めた。戦略的新興産業関

連案件が年々増加し、2024年には全体の約三分の一に達した。「新エネルギー車の車台」

に係わる技術秘密侵害案件では、懲罰的賠償を適用して6億4000万元を超える賠償を命

じ、侵害差止め責任の具体的分担方法を細分化するとともに、非金銭的な義務の履行遅延

金算定基準を初めて明確化し、当事者の積極的な履行を促した。種苗産業の知的財産権保

護を強化し、植物新品種の二審民事実体的案件276件を受理し、裁判終了した案件は前年

同期比6.4%増の166件で、品種権者の勝訴率は90%に達した。医薬品パテントリンケージ

制度の完備化を推進した。2022年に医薬品パテントリンケージに係わる二審案件を受理し

て以来、法に基づき37件の上訴案件を受理し、すべて速やかに裁判を終了した。侵害賠償

額の引き上げにより、司法判決の科学技術革新に対する指導的役割を引き続き強化した。

懲罰的賠償制度を着実に実施し、権利濫用を効果的に防止して、知的財産権保護の難題解

決に努め、「高品質」が「厳格に保護」されるようにした。18件の案件に対して懲罰的賠

償を適用し、賠償総額は8億7300万元に達した。

公平な競争に対する司法保護の強化と全国統一の市場構築の支援の面では、2024年に最

高裁知的財産権法廷が新規に受理した独占禁止案件は79件、裁判終了した案件は97件で、

独占禁止法違反と認定された案件は17件で前年同期比4.6倍の増加となった。社会生活分野

の独占禁止の法的規制を強化し、教育、医薬、食品、水道・ガス供給、モビリティサービ

https://china.huanqiu.com/article/4MQNHjk6MmZ
https://china.huanqiu.com/article/4MQNHjk6MmZ
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ス、建材供給等の生活関連案件31件の裁判を終了した。新規に受理した技術秘密侵害案件

は34件、裁判終了案件は121件であった。虚偽訴訟、悪意訴訟、悪意の権利放棄等の不誠実

な行為を法により制裁するとともに、故意の期限超過後の証拠提出、虚偽陳述等の不誠実

な訴訟行為を法により制止させ、権利の不正取得等の違法行為の手がかりを積極的に移送

した。「3D CAD」ソフトウェア著作権侵害案件では、上訴人が裁判所の発効した証拠保

全命令に従わず、重要証拠を隠滅した等の民事訴訟妨害行為を行ったとして、最高額の罰

金100万元を科した。上訴人は期限内に罰金を納付し、判決を受け入れた。

高水準の対外開放のサポートの面では、法廷は高水準の対外開放の推進に焦点を当て、

涉外案件を法に基づいて公正に審理している。これまで6年間に新規に受理された涉外案

件は年平均23.2%増加し、ますます多くの外国企業が中国の裁判所で知的財産権紛争を解

決するようになっており、中国は国際的な知的財産権紛争解決の優先地の一つとなりつつ

ある。「熱安定グルコアミラーゼ」特許権侵害案件では、デンマーク某社の2300万元を超

える訴訟請求を法により支持する判決を下した。調停を積極的に活用して国際紛争を解決

し、2024年に法廷が裁判終了した涉外案件のうち、調停または取下げで終了したのは71件

で、調停・取下げ率は19%に達した。中英両言語の法廷案件年次報告と判決要旨の公表を

継続しており、法廷の英語版公式サイトのアクセス数は1億2000万回を突破した。年間で裁

判終了した民事二審実体的案件の調停・取下げ率は40.4%であった。
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国家知識産権局：知的財産権とAIの共生・進化
を積極的に推進

中国国家知識産権局の申長雨局長は4月24日北京で、今後に向けて、国家知識産権局は

知的財産権とAIの共生・進化、双方向のエンパワーメント、融合的発展を積極的に推進し

ていくと表明した。

4月24日、国務院新聞弁公室は2024年中国知的財産権強国建設に関する記者会見を開い

た。申局長は会見で、AIは新たな科学技術革命と産業変革の重要な原動力であり、現在、

中国のAI分野は良好なトレンドを示していると紹介した。また、近年、国家知識産権局は

AIの新しい領域・新しい業態・新しいモデルの発展のニーズに積極的に対応し、AI分野の

知的財産制度のイノベーションを推進し、AIの技術発展と産業発展に強力な制度的整備を

行っていると説明した。

申局長はさらに、同局は『専利審査指南』を適時に改正し、「AI関連発明の特許出願ガ

イダンス」を公布し、AI特許出願の主体、保護対象、審査基準などに関するホットな課題

に積極的に対応・解決し、またAI重点分野に焦点を当て、関連特許出願に迅速な審査のサ

ービスを提供し、「DeepSeek」などに関する商標の不正登録を厳しく取り締まり、知的

財産権保護を引き続き強化し、AI分野の技術イノベーションを守っていると述べた。

「同時に、知的財産権分野におけるAI技術の活用も加速しており、知的財産権業務のデ

ジタル化転換とスマート化アップグレードを推進し、知的財産権ガバナンスの効果を絶え

ず向上させている。」

申局長は今後に向けて、国家知的財産局は知的財産権とAIの共生・進化、双方向のエン

パワーメント、融合的発展を積極的に推進すると語り、AI・ビッグデータなどの新しい領

域・新しい業態における知的財産保護規則の確立を加速させ、AI分野の特許出願のニーズ

に応じた審査サービスの強化を図り、これにより、より多くのAI関連特許を実験室段階か

ら産業チェーンへ移行させるとともに、関連国際ルール・標準の整備を推進する方針であ

ると述べた。

https://www.chinanews.com.cn/gn/2025/04-24/10404929.shtml
https://www.chinanews.com.cn/gn/2025/04-24/10404929.shtml
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視覚障害者を支援 中国のチームがウェアラ
ブルAI拡張システムを開発

中国の研究チームが、視覚障害者のナビゲーションを支援するウェアラブルAI補助シス

テムを新たに開発した。このシステムは視覚・聴覚・触覚を統合し、AIアルゴリズムで周

囲の環境を検知し、装着者が障害物や物体に接近した際に信号を送信して、移動や掴むな

どの視覚的な作業の完了を誘導し、自立生活能力を向上させるものである。

この生物医学工学分野におけるAIの重要な応用研究は、上海交通大学の顧磊磊副教授

のチームが復旦大学、香港科技大学、華東師範大学などと共同で完成したものであり、

研究成果の論文は現地時間4月14日夜、シュプリンガー・ネイチャー傘下の専門学術誌

「Nature Machine Intelligence」にオンラインで掲載された。

論文の責任著者である顧磊磊副教授は、「全盲や弱視の視覚障害者にとって、ウェアラ

ブル電子視覚補助システムは治療や義眼インプラントに代わる有望な選択肢である。これ

らの装置は、環境にある視覚情報を聴覚・触覚などの他の感覚信号に変換し日常的な作業

を支援することができるが、既存のシステムの多くは使用時の負担が大きく、視覚障害を

持つ患者たちに広く受け入れられていない」と述べている。

研究チームはこれらの課題に対し、人間中心の視覚障害者支援システムを開発した。AI

アルゴリズムとハードウェアの協調イノベーションによりシステム使用の負担を軽減して

いる。AIアルゴリズムを利用してデバイス内のカメラで撮影した映像を分析し、立体音声

でユーザーを目的地まで段階的に誘導する。また同時に、研究チームは手首に装着できる

伸縮性のあるウェアラブル人工皮膚を開発し、振動信号をユーザーに伝達し、観察範囲を

広げ、周囲の静止障害物・動的障害物を回避することができる。

研究チームはヒューマノイドロボットを用いて、開発したウェアラブルAI補助システム

の機能テストを実施した。仮想環境と実環境で視覚障害者に対するトレーニングおよびテ

ストを実施したところ、被験者のナビゲーション後のパフォーマンスが顕著に向上したこ

とが分かり、迷路を通り抜けたり、机や椅子が数多く配置された会議室を移動したり、特

定の物を掴んだりできるようになった。  

視覚・聴覚・触覚の統合が視覚支援システムの有用性と機能性を向上させることがこの

https://www.chinanews.com.cn/sh/2025/04-15/10399682.shtml
https://www.chinanews.com.cn/sh/2025/04-15/10399682.shtml
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研究結果によって実証された。顧磊磊副教授と共同研究者たちは「今後の研究では、シス

テムのさらなる最適化に注力し、小型化とスマート化を推進することで、視覚支援システ

ムのカスタマイズ化を目指すべきである」と結論付けた。
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デジタル中国建設サミットにて 数多くのイン
テリジェントターミナルとエンボディドAI
ロボットの成果が発表

4月30日、第8回デジタル中国建設サミットにおいて、チャイナモバイル（中国移動）は

「インテリジェンスの新しいエンジンがAI+の時代を創造する」をテーマにインテリジェ

ントターミナル・エンボディドAIロボットに関するサブフォーラムを開催した。今回のフォ

ーラムは、AI分野におけるチャイナモバイルの最新成果を展示し、インテリジェントタ

ーミナルとエンボディドAIロボットの二大分野での数多くのイノベーション成果を発表し

た。

今回発表されたインテリジェントターミナルは、技術・製品・エコシステムの統合の

ブレイクスルーを実現した。技術のアップグレード面では自主開発した新しい「九天端末

大規模モデル」をリリースし、端末シーン向けのモデリング能力を継続的に強化してい

る。GQAなどの技術を利用して8Kコンテキスト拡張を実現し、端末シーンにおける翻訳・

要約・意図認識タスクのパフォーマンスが平均5.0%向上した。細粒度構造感知と混合精

度の定量化戦略を組み合わせ、SpinQuantアルゴリズムなどを統合することで定量化損失

を1.5%未満とした。製品面ではインテリジェントターミナルを搭載した五つのAI端末製品

（AIパソコン、AIメガネ、AIイヤホンなど）を発表した。チャイナモバイルの「霊犀イン

テリジェントターミナル」を搭載しており、ユーザーにたいして、あらゆるシーンをカバ

ーするパーソナライズされた、便利でスマートなサービス体験を提供する。エコシステム

構築面では、「インテリジェントターミナル連盟アップグレード計画」を発表し、産業チェ

ーンの協力パートナーと連携してアプリケーションイノベーション、技術の協調、業界標

準の統一、端末エコシステムの活性化を促し、AI端末産業の成熟を後押しする。

チャイナモバイルは「エンボディドAI産業連盟」の設立を促進し、産業チェーンの川

上・川下の主要企業・大学研究機関・テスト機関などを集め、リソース統合と協同研究に

より技術障壁と断片化された発展を打破し、産業協力の新たなパラダイムの構築を目指し

ている。今後、同連盟はコア技術の革新・標準体系の構築・応用シーンの創出に注力し、

エンボディドAIの各分野に対する潜在力を全面的に解放し、人と機械の共生・知能協調の

新たな未来の実現を加速させる。

https://digital.gmw.cn/2025-04/30/content_38002662.htm
https://digital.gmw.cn/2025-04/30/content_38002662.htm
https://digital.gmw.cn/2025-04/30/content_38002662.htm
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